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はじめに

� 市制町村制下の市町村数の推移

� 市町村吏員数の推移

� 行政区長制度の全国的な普及状況

� 現代の行政協力制度との相関性

おわりに

はじめに

本稿では、内閣統計局編『日本帝国統計年鑑』（以下「年鑑」という。）

のデータを利用して、明治21（1888）年に制定された市制町村制の下にお

いて、翌明治22（1889）年に市制町村制が施行された時点から昭和11

（1936）年までの47年間に、名誉職の区長及び代理の府県別人数がどのよ

うに推移したかを検討する�。この期間に限定する理由は、年鑑における

名誉職区長・代理の人数のデータがこの期間に限られているためである。

そのねらいとするところは、市制町村制の制定当初からその後の運用過程

を通して、近代日本の市町村行政が、村松岐夫のいう「最大動員のシステ

ム」として設計され、かつ、運用されてきたことを統計データにより再確

認すると同時に、特に町村部におけるその「動員」の要の手段として全国
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的に行政区長制度が活用されたことを実証することにある。既に別稿で明

らかにしたように、この行政区長制度は、戦時体制下で部落会町内会制度

へ「橋渡し」され、それが戦後から今日にいたるまでの町内会自治会と市

町村との「行政協力制度」へとつながっている。その意味において、本稿

は、市町村における「行政協力制度」の一定の「連続性」にスポットをあ

てることをねらいとしている。

� 市制町村制下の市町村数の推移

まずは、市制町村制の下で、府県別の市及び町村の数がどのように推移

したかを確認しておこう。表�及び表�は、明治22（1889）年から昭和11

（1936）年までの府県別の市数及び町村数の推移を示したものである。明

治22年当初及び28年には市制町村制の未施行の県もあるが、その後の47年

間に、市が128に増え、町村が11,382に減少している。「明治の大合併」以

降も、全体として小規模な町村合併が間断なく進行してきたことを意味し

ている。ただ、府県別の推移からわかるように、特殊性のある北海道を除

いて、東京、神奈川、岐阜、愛知、大阪、鳥取、岡山、福岡、鹿児島など

で町村数の減少が比較的大きい。一方で、東北や四国などの各県ではこの

期間の町村数にほとんど大きな変動はない。このように府県ごとの実情は

かなり異なっている。

� 市町村吏員数の推移

次に、市町村吏員数の推移をみてみよう。

表�と表�は、それぞれ市吏員数と町村吏員数の推移を示したものであ

る。
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市吏員の総数は、明治22年の39市2,981人から昭和11年の128市60,019人

へと20倍以上に増加している。�市当たりで、76.4人から468.9人へと

6.14倍に増加している。この間の都市行政の事務量の著しい増大を示唆し

ている。特に、関東大震災後の大正後期から昭和期になって急激に増加し

ていることがわかる。また、東京、京都、大阪の�大都市を含む�府の市

吏員数は、全市の吏員総数の�分の�程度（明治22年）から次第に増え

45％程度（昭和11年）を占めるようになった。時代とともに大都市の行政

規模の拡大が一層進んだことを示している。

他方、町村吏員の総数は、明治22年の13,347町村119,196人から昭和11

年の11,382町村393,226人へと3.3倍に増加している。�町村あたりで、

8.9人から34.5人へと3.88倍への増加である。その増加率は市に比べて緩

やかであるとはいえ、都市行政と同様、町村行政においても事務量の増大

に対応して吏員数の大きな増加がみられる。市町村吏員数の一貫した増加

傾向という視点から「大市町村主義」政策を裏づけるデータである。

では、これらの市町村吏員のうち、市町村長、助役、収入役、市参事会

員及び市有給区長を除く、有給の吏員の人数と名誉職の人数との関係を検

討してみよう。ここでは、有給職員として、明治22年から大正�年までは

「書記」と「雇傭及其他」の区分により、それ以降は「其他ノ吏員及雇

傭」の区分により、集計している。また、「名誉職」は、「区長及代理」と

「常設委員」�の合計である。

表�の市吏員数の内訳についてみると、明治22年当初から昭和11年まで

ほぼ一貫して有給職員比率が80％前後で推移している。特に、東京、京都、

大阪の�府内については、有給職員比率がきわめて高く、92％から98％で

推移している。都市、特に大都市ほど専門行政化が進んでいたことを示し

ている。しかし、これらの大都市を含む�府を除いた県の市においては、

有給吏員の外に名誉職が一定の割合を占めていることも確認できる。名誉
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合
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職区長及び代理の占める割合をみると、市全体で	％台から10％台を占め

ているが、�府を除く県の合計で推計すれば、おおむね20％台から30％台

を占めると思われる。

しかし何といっても、日本行政の特徴を顕著に現わしているのは町村行

政である。表�の町村制下の町村吏員数の内訳をみれば明らかなように、

有給職員比率は、町村制施行当初には約25％を占めていたものの、その後

は10％台にとどまっている。それに反して、名誉職比率が徐々に増え、大

正�年に70％台に達したのち、昭和11年には78％を超えるに至っている。

そのうちの区長及び代理者の比率はおおむね40％から50％の間で推移して

いる。町村吏員の�〜	割を区長・代理者が占めるという構造が出来上が

っていたことを示している。

以上から明らかなように、東京、京都、大阪などの大都市を除く市町村

においては、市町村行政を運営するための不可欠の要素として、有給職員

の他に、「名誉職」として住民（「公民」）を「最大動員」するメカニズム

がビルトインされ、かつ、それらが実際に相当程度機能していたと考えら

れる。殊にその傾向は町村行政において顕著であった。

以下では、市制町村制下で市町村行政を補完する住民動員システムの中

核をなしていたと思われる「行政区長制度」に焦点をあわせ、その全国へ

の普及状況を検証しておくこととする。

� 行政区長制度の全国的な普及状況

管見の限り、市制町村制下で全国レベルにおいてどの程度の市町村に行

政区長制度が設置されていたかを直接検証できるデータは見当たらない。

しかし、これまでに検討してきた日本帝国統計年鑑の市町村吏員数のデー

タには、「名誉職区長及代理」という区分による府県別人数の集計値が時

市制町村制下の行政区長制度の普及状況──名誉職区長及び代理者の人数の推移── 37
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表� 府県別の市名誉職区長及び代理者の人数の推移（単位：人）

（注）─印は市制が未施行のケースを表す。



系列で掲載され、それが明治22年から昭和11年まで利用可能である。

そこで、このデータを用いて、府県別の市別および町村別の区長・代理

の人数の推移を検討してみることにしよう。

まず、表	は、府県別の市名誉職区長及び代理者の人数の推移である。

市制施行当初は、宮城（仙台市）、石川（金沢市）、福井（福井市）、山

梨（甲府市）、岐阜（岐阜市）、福岡（福岡市）の
県
市に限られていた

が、その後明治年間に、福島、群馬、長野、香川、佐賀などの県にも普及

するようになる。ただ、明治年間には、全体でも明治22年の339人から明

治43年の588人に1.7倍に増えた程度に過ぎなかった。しかし、状況に大き

な変化が生じるのは、大正末期から昭和初期にかけての時期である。全体

人数で、大正14年に2,520人、昭和	年に4,170人、昭和11年に6,612人と

増加し、明治43年の588人を基準とすると、それぞれ4.3倍、7.1倍、11.2

倍と急増している。該当府県数も、明治43年の�県から、大正14年に18道

県、昭和	年に24道県、昭和11年には26道県へと波及している。ちなみに、

この間にこの名誉職区長制度を市で一度も採用しなかったとみられる府県

は、岩手、秋田、福島、栃木、東京、富山、滋賀、京都、大阪、奈良、和

歌山、岡山、広島、徳島、高知、熊本、鹿児島の18府県である。有給区長

制度の特例が適用された東京市、京都市、大阪市などを除けば、東北の一

部と近畿、中国地方に不採用の県がやや多いように思われる。

次に、町村の場合を検討してみよう。表
は、府県別の町村名誉職区長

及び代理者の人数の推移を示したものである。

全体で、明治22年当初39,612人でスタートした区長制度は、明治43年に

は108,928人、2.7倍に増えている。しかも、明治22年当初は空白府県が、

町村制未施行も含み�道府県に及んでいたが、明治43年には沖縄を除く全

府県に波及している。その後、大正年間から昭和初期にかけて急増し、昭

和	年に16万人台に達してからは頭打ちになっているようみえる。最後の

市制町村制下の行政区長制度の普及状況──名誉職区長及び代理者の人数の推移── 39
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1,365

2,469

3,683

1,042

244

佐賀県

6,4906,4496,5316,499

1,6791,07672118213891781神奈川県

0

3,478

728

1,117

781

862

985

357149985874長崎県

3,1993,5103,2582,4473,3152,6241,9661,43571119

1,276

7,1617,0006,5015,9605,7033,5293,3612,9422,4001,668新潟県

1,3571,244

2,1311,979

7,5737,2587,1867,0626,6475,0594,8164,6604,4663,142熊本県

3,5012,9072,6551,9571,209

1,297石川県

兵庫県

1,602

2,8872,8572,8402,5882,3942,1901,8581,9751,775873富山県

1,345

1,6651,051694223宮崎県

4,4774,3984,1033,8173,6743,3032,8942,2441,955841大分県

3,3673,2983,0271,971福井県

51169

3,9513,9453,9313,8953,7713,6243,5223,3873,111

2,4602,3161,5101,3081,072659491404350鹿児島県

2,9123,0882,8262,5712,4882,201

2,3072,2872,1282,2662,1601,9471,202山梨県

1,768866

3,8674,1094,0393,8753,8833,529

79,27169,84439,612全 体

1,0149401,05869052000000沖縄県

2,911

4,7224,4834,3124,0463,6993,0983,1122,4352,3301,448長野県

3,6172,750

2,1272,5682,603

表� 府県別の町村名誉職区長及び代理者の人数の推移（単位：人）

（注）明治38年の府県別人数の合計（92,900）は兼務260人を含まない本務のみの人数による。



統計データとなった昭和11年には166,483人となっている。ただ、該当府

県別の人数は、町村数の違いも反映してか、昭和11年でみて、最大7,573

人の熊本県から最小403人の徳島県まで、かなり大きなバラツキがみられ

る。

最後に、市町村数も考慮に入れて、府県別の�市町村当たり平均人数の

推移を検討しておこう。表�に市、表�に町村のケースを示す。市町村数

は、前掲の表�及び�により、区長及び代理者の人数は、表	及び
によ

る。

市については、表�の全体の平均人数でみると、明治22年から明治43年

までは�人台でほぼ一定している。該当府県数も
から�にとどまってい

る。それが大正年間になると、該当府県数は10県であるが、�市当たり人

数は�倍の16人台に増えている。その後、大正末期から昭和期になると該

当府県数も一気に18、24、27と増え、平均人数も、大正14年24.95人、昭

和	年38.26人、昭和11年51.66人となり、明治期に比べて�倍、	倍、�

倍と増加している。

府県別にみると、いくつかのタイプが観察できる。まず、明治期から大

正、昭和まで継続しているタイプである。宮城、福島、群馬、福井、長野、

香川、福岡、佐賀の�県がこれに該当する。それらの平均人員は、ほぼ一

定しているか、もしくは、次第に増えているタイプの県（福島、群馬、福

井、長野、香川、佐賀）と、年によって増減が激しいタイプの県（宮城、

福岡）とに分かれる。また、大正期から新たに行政区長制度を採用したと

思われるタイプの県は、北海道、埼玉、千葉、神奈川、新潟、静岡、愛知、

愛媛、大分、宮崎の10道県が該当する。さらに、昭和期に設置されたタイ

プの県としては、青森、三重、兵庫、鳥取、島根、山口、長崎がそれに該

当する。その他、明治22年当初の採用が途中で廃止されたと思われるタイ

プの県で、石川（金沢市）、山梨（甲府市）、岐阜（岐阜市）がそうである。
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51.6638.2624.9516.4016.858.918.32

静岡県

16.0010.00

70.5029.0030.0030.00岐阜県

岩手県

青森県

17.00北海道

大正�

(1920)年
昭和	
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高知県

愛知県

愛媛県

65.7546.0018.0043.50

栃木県

昭和11
(1936)年

大正14
(1925)年

大正�

(1915)年

秋田県

79.0038.00宮城県

三重県

15.0014.204.25

東京府

60.00千葉県

66.00埼玉県

79.3341.00群馬県

滋賀県

15.75

72.0034.00

2.67

27.0015.83

和歌山県

55.0051.33

京都府

44.5067.00

81.0069.3340.00

香川県

52.00

大阪府

奈良県

茨城県

69.3360.00

徳島県

31.0029.0029.0028.5023.0023.0018.50

85.0071.33山形県

111.00111.33100.00147.50136.50福島県

広島県

240.50118.00山口県

明治38
(1905)年

40.00

72.50

19.00

明治43
(1910)年

岡山県

明治33
(1900)年

39.50

144.00

20.00

鳥取県

145.00136.00島根県

20.00

明治28
(1895)年

65.00

57.00

20.00

5.808.7512.0019.2526.5049.00福岡県

78.0047.50

100.00

明治22
(1889)年

69.00

佐賀県

272418101098976該当府県数

30.7031.1317.3816.29

32.00神奈川県

10.00長崎県

109.00110.00110.0086.0081.0084.00

40.7531.0051.3354.0054.00新潟県

75.0060.33

熊本県

90.0089.00

26.00石川県

兵庫県

富山県

宮崎県

148.67192.00130.00142.00135.00大分県

66.0066.0066.0060.00福井県

14.00

鹿児島県

186.0092.5083.00

27.006.007.0025.00山梨県

98.0070.0070.0066.0066.0066.00

8.126.028.69全 体

15.00沖縄県

136.00171.33153.33103.00118.5041.5078.0076.00長野県

表� 府県別�市当たり名誉職区長及び代理者の平均人数の推移（単位:人）



なお、沖縄は明治43年にデータがあるのみである。

他方、町村については、表�に示すとおりである。

全体の傾向でみると、該当町村のある府県数は、明治22年当初から37府

県に上っていたが、大正�年には47全道府県になり、その後北海道を除く

46府県となる。平均人数は、明治22年の2.29人から徐々に増加し、大正�

年に11.02人となり、昭和11年に最大の14.63人に達する。市の場合と異な

り、町村における行政区長制度の採用は、市制町村制施行当初からほぼ全

国の府県にわたっていたことが確認できる。

町村における普及状況の府県別の特性をより明確にするために、表�で

は、平均人数が10以上の箇所を太字で示している。10人以上という基準に

特に客観的な根拠があるとはいえないが、明治の大合併の経緯を考慮すれ

ば、合理的根拠がまったくないともいいきれないだろう。各区につき制度

上容認されている区長とその代理者各�人が実態とも一致すると仮定すれ

ば、10人以上とは、	行政区以上を要する町村ということになる。翻って、

明治の大合併によって�万余の旧町村が、その約	分の�に当たる�万	

千余の新町村に合併統合されたことは周知のとおりである。新町村は、平

均的には	つ程度の旧町村の合併によって成立したことになる。そして、

この合併された後の旧町村の区域を基本として行政区長制度が成り立って

いる。したがって、平均人数が10人以上の府県の場合、その府県下のかな

りの割合の町村において行政区長制度が採用されているとみてよいのでは

ないだろうか。

10人以上に該当する府県数の推移からみてみよう。明治22年時点では宮

城と福井の�県にすぎなかった。それが明治43年になると、その�県に加

えて、岩手、福島、栃木、群馬、千葉、石川、岐阜、滋賀、島根、山口、

福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎の計17県に増えている。さらに、大正年間

から昭和初期に増え続け、昭和11年には36府県に達している。
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32292317141072
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上の府県数
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14.86

3.71
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20.0618.1818.0317.7017.1416.4712.8112.3211.31
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18.7817.4119.5913.029.81-沖縄県
20.94
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8.496.44

8.9710.7010.80

表	 府県別�町村当たり名誉職区長及び代理者の平均人数の推移（単位：人）



府県別の特徴をみよう。

まず、明治期から大正、昭和にかけて一貫して10人以上を継続している

タイプの県がある。岩手、宮城、福島、栃木、群馬、千葉、石川、福井、

岐阜、滋賀、島根、山口、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎の17県がそれに

該当する。次に、大正期に入ってから普及が広がったタイプである。茨城、

新潟、富山、山梨、長野、静岡、愛知、京都、兵庫、鳥取、岡山、長崎、

鹿児島、沖縄の14府県がこれに該当しよう。さらに、昭和に入ってから普

及が進んだタイプである。山形、東京、神奈川、奈良、広島、愛媛の
府

県がこれに該当する。その他、青森、秋田、三重、大阪、和歌山、徳島、

香川、高知の�県は、全期間を通して�度も平均10人に満たなかった地域

である。なお、北海道は大正�年で中断している。

以上の結果をもとにして、市制町村制下における行政区長制度の導入状

況を総括すると、表�のようにまとめることができる。この表は、各府県

の行政区長制度の導入状況を、導入時期に着目して市及び町村別に類型化

したものである。表の◎印は明治期から大正昭和期まで継続しているタイ

プ、〇印は大正期から普及が進むタイプ、△印は昭和期に普及が進むタイ

プ、×印は明治22年当初に採用されたのち短期間に廃止されたケース、を

それぞれ表す。これによって、どのようなパターンで行政区長制度が全国

化していったかをある程度推察することができる。

まず、市制町村制が施行された比較的早い時期から市でも町村でも広く

行政区長制度が導入されたタイプである。市、町村ともに◎である。これ

を「市町村先発型」とよぶ。宮城、福島、群馬、福井、福岡、佐賀の
県

がこれに該当する。市が先発して大正期に町村で普及が進む長野県のケー

スは「市先発町村後発型」とする。同じ市先発型でも町村には普及しなか

った香川県のケースは「市先発型」とよぶ。また、町村で早くから導入さ

れそれが大正期または昭和期になって市に波及する「町村先発市後発型」

市制町村制下の行政区長制度の普及状況──名誉職区長及び代理者の人数の推移── 45

─ 45 ─



46 法学論集 81 〔山梨学院大学〕

─ 46 ─

33.3％8.3％25.0％
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町村後発型B

△山形県

54.5％4.5％50.0％

町村後発型A

〇

◎
◎
◎
◎
◎
市

市制町村制下の行政区長制度の
普及状況

◎
◎
◎
◎
◎
〇
◎
◎
◎

東京府

50.1％11.7％38.4％全 体

10.0％0.0％10.0％市先発型◎香川県
△
△
〇
〇
〇
◎
◎

13.6％4.5％△奈良県
15.4％7.7％7.7％△

14.3％0.0％14.3％

町村先発型

◎×石川県

24.8％

11.1％0.0％11.1％△広島県
18.2％

岩手県

長崎県

29.0％0.0％29.0％◎×岐阜県

12.5％大阪府
50.0％44.4％5.6％

導入低調型

秋田県

57.7％◎栃木県

〇△

76.2％52.4％23.8％◎

11.8％0.0％11.8％和歌山県
21.9％9.4％

46.7％6.7％40.0％◎滋賀県

50.0％

69.2％11.5％

高知県
80.0％20.0％60.0％徳島県

100.0％19.0％81.0％◎熊本県

55.0％5.0％

表
 市制町村制下の府県別行政区長制度の普及状況と現代における行政

協力制度の導入状況

（出典）現代の行政協力制度の導入状況は、2008年全国自治体調査に基づき都道府県別に集計したデータに
よる。
（注）◎印は明治期から大正昭和期まで継続しているタイプ、〇印は大正期から普及が進むタイプ、△印は
昭和期に普及が進むタイプ、×印は明治22年当初に採用されたのち短期間に廃止されたケース、をそれぞ
れ示す。また、＊印の�県については、最初の市制施行が明治末期もしくは大正年間に入ってから行なわ
れたケースを示す。



としては、千葉、大分、宮崎、島根、山口のケースが該当する。ただし、

大分、千葉、宮崎の場合には、大分市が明治43（1910）年、千葉市が大正

�（1920）年、宮崎市が大正13（1924）年というように最初の市制施行が

明治末期もしくは大正年間である。したがって、これらのケースは、既に

行政区長制度を施行していた旧町村の制度を市制施行時に引き継いだケー

スと考えられる。その意味では上記の「町村先発型」の変形ともいえる。

他方、市と町村の両方もしくはいずれかが大正期または昭和期になって

から行政区長制度を導入しもしくはその普及が進むようになるタイプを

「市町村後発型」とよぶ。新潟、静岡、愛知、神奈川、愛媛、兵庫、鳥取、

長崎の�県がこれに相当する。また、北海道と埼玉は市で大正期に導入が

始まるものの町村への普及はあまり進まなかったタイプである。これを

「市後発型」とよぶ。さらに、大正年間に町村で普及が進むが、市への導

入は行われなかったケースは、山梨、京都、茨城、富山、岡山、鹿児島、

沖縄の�府県である。これを「町村後発型Ａ」とよぶ。最後に、昭和期に

入ってから市に導入される青森と三重の�県を「市後発型Ｂ」と、また、

昭和になり町村で普及が進む山形、東京、奈良、広島の�府県を「町村後

発型Ｂ」とよんでおく。その他に、市でも町村でも導入がなく、または、

普及が進まなかった「導入低調型」として、秋田、大阪、和歌山、徳島、

高知の	府県が該当する。

このように、市制町村制下の行政区長制度は、全体としてみれば町村先

行で全国に波及していくパターンが基本であるとはいえ、県によっては市

先行で進んだ地域もあり、一定のバリエーションがあることがわかる。ま

た、明治期にはまだ全国化していたとはいえない状況であったが、大正期

を中心に急速に全国化していったこともわかる。

こうした行政区長制度の全国化は、大都市における町内会の登場とあい

まって、やがて昭和15年前後の部落会町内会制度へと衣替えされていくこ
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ととなる。

� 現代の行政協力制度との相関性

以上の結果を、現代の行政協力制度との関係という視点でみると、きわ

めて興味深い傾向がうかがえる。

表�の右側の欄には、2008年の全国自治体調査�による行政区長型等の

行政協力制度の導入市町村の都道府県別割合を示している。行政区長型と

は、町内会自治会の会長職を市長村長が非常勤特別職の地方公務員として

委嘱し、市町村行政の事務等の補助を行わせるタイプの行政協力制度をさ

している。その名称は各自治体まちまちであるが、会長職が行政委嘱員と

される点で、市制町村制下の行政区長制度に類似していることから、「行

政区長型」とよぶものである。また、その変形である「行政協力委員型」

とは、地域の推薦を受けた住民「個人」を行政委嘱員とする制度であるが、

事実上、その「個人」のほとんどを会長職が占めるものである。全国平均

の設置率をみると、「行政区長型」が38.4％、「行政協力委員型」が11.7％、

その両者の合計が50.1％、である。

まず、「行政区長型」の設置市町村の府県別割合でみると、「市町村先発

型」の
県は、福井の46％を例外として、
割から�割近い設置率である。

「市先発町村後発型」（長野県）は45.3％、「町村先発市後発型」の	県は

大分県と宮崎県が過半数を超える一方、特に山口と島根で低い。「市先発

型」の香川県も10％で低い。「町村先発型」の
県は、熊本と栃木が比較

的高く、石川、岐阜、岩手は低い。ただ、これらの「先発型」全体でみる

と、全国平均38.4％より高い県が13県で、19県の�割近くを占めている。

ちなみに、「先発型」全体の設置率の平均は48.1％である。

市または町村、もしくは両方で、大正期に導入または設置が進んだ○印
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の「後発型Ａ」全体でみると、17府県のうち、茨城、新潟、愛知、静岡、

長崎、埼玉、山梨、鹿児島、愛媛の�県は全国平均を上回っている。一方、

神奈川、兵庫、鳥取、北海道、富山、岡山、沖縄は〜20％未満である。

これらの「後発型Ａ」全体の平均は、35.0％である。また、昭和期に入っ

て導入または設置が進んだ
府県の「後発型Ｂ」全体でみると、全国平均

を上回るのは山形県57.1％のみで、あとの	府県は、青森と三重が�割前

後で、東京、奈良、広島の�都県は10％台またはそれ未満で非常に低い。

「後発型Ｂ」全体の平均は、24.6％である。さらに、「導入低調型」の


府県については、徳島県の60％を例外に、そのほかは	〜20％台である。

このタイプ全体の平均は、23.0％である。

次に、この「行政区長型」に「行政協力委員型」を加えた合計の設置率

との関連を検討しておこう。合計設置率の全国平均は50.1％である。

「先発型」全体についてみると、全国平均を大きく下回る香川、石川、

岐阜の�県を除くと、おおむねかなり高い設置率の県が多い。特に、「市

町村先発型」の
県は
割から�割の設置率となっている。「先発型」全

体の設置率の平均は、61.4％である。

「後発型Ａ」全体では、茨城、愛知、新潟、静岡、鹿児島の	県が
割

を超える一方、岡山、兵庫、沖縄は10％台もしくはそれ未満である。「後

発型Ａ」全体の平均は、44.4％である。また、「後発型Ｂ」全体では、青

森と山形が�割を超える一方、広島、東京、奈良は�割台である。「後発

型Ｂ」全体の平均は、38.7％である。

「導入低調型」については、徳島の80％、秋田の50％が高い設置率だが、

和歌山、大阪は�〜�割台である。その全体平均は、39.4％である。

以上を総括したものが、表10である。
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おわりに

以上をまとめると、市制町村制下の行政区長制度の普及状況と、現代の

「行政区長型」の採用状況との間には、正の相関関係の存在がうかがえる。

いうまでもなく「行政区長型」は、行政協力の形態が市制町村制下の行政

区長制度に近似していることから名づけたものであるから、両者の間に

「相関」が見いだせるというのは、当然のようでもある。ただ、この「相

関」の意味するところは、「先発型」ほど「行政区長型」の設置率が高い

ということであることに鑑みると、明治期に早々に採用して以降、それが

部落会町内会制度に「橋渡し」される昭和期まで、市制町村制下で行政区

長制を首尾一貫して採用してきた市町村の割合の多い県ほど、現代におい

てもそれに類似した「行政区長型」を採用する割合が多いということにほ

かならない。このことから、現代の「行政区長型」は、その行政協力方式

が形式的に市制町村制下の行政区長制度のそれに類似しているというだけ

でなく、実態としても市制町村制下の行政区長制度を歴史的に「継承」し
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100.0％0.0％先発型

最大最小

市制町村制
下の行政区
長制度の普
及タイプ

75.0％0.0％後発型B

87.9％0.0％後発型A 8.3％44.4％23.1％

10.0％61.4％52.4％

最小平均最大

両者の合計

11.1％38.7％37.5％

11.8％80.0％39.4％0.0％44.4％導入低調型

8.3％100.0％50.1％0.0％52.4％全体 11.7％

16.4％

14.1％

9.4％

13.4％

平均

行政協力委員型

最大

0.0％

5.6％

4.5％

0.0％

7.7％

最小

35.0％

48.1％

平均

行政区長型

現代の行政協力制度の導入状況（設置率）

81.0％

60.0％

57.1％

66.8％

81.0％

	




17

19

構
成
府
県
数

38.4％

23.0％

24.6％
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表10 市制町村制下の行政区長制度の普及状況と現代の行政協力制度の導

入状況との相関（総括表）

（注）行政区長型の導入状況について、先発型（n=19）の平均48.1％と後発型 AB ＋導入低調型の合計
（n=28）の平均30.6％との比率の差の検定（t検定）とすると、P <0.01で有差となる。



てきた側面が否定できない、ということができるのではないだろうか。

ここでは、その理由や要因まで追究する余裕も能力もない。いくつかの

検討すべき論点と仮説を提示するにとどめざるをえない。

論点は、大きく�つある。

第�の論点は、なぜ行政区長制度が導入された市町村とそうでない市町

村の違いが生じたのか。なぜ市町村における制度の普及率に府県による違

いが生じているのか。さらに、普及の時期に無視できない違いが生じたの

はなぜか。

こうした論点を検討する際に、行政区長制度以前の状況との関連（連続

性）の有無を検証することが必要となろう。

明治期の町内会自治会の成立と展開について、鳥越皓之は次のように述

べている。「明治22年の町村制施行は末端地域組織整備のうえで、たいへ

ん大きな意味をもった。江戸時代から続いていた町や村がいくつか合併し

て、新しくより広域の行政町や行政村が生まれることになった。ところが、

住民の地域生活の範域は旧い町や村の単位で完結していることが多かった

から、地域生活をまとめあげる組織として、地域自治会（当時は区と呼ば

れることが多かった）がしなければならないことが急増した。そのため、

この組織の強化整備が全国的に行われた。」�こう指摘したうえで、鳥越

は次のように主張している。すなわち、「地域自治会は地域住民（町内、

部落）の共労組織、祭祀組織、親睦組織など、何らかの地域共同組織の累

積のうえにできあがってくるものとしばしば指摘されている。そのこと自

体は誤りではない。（中略）だが、現在の地域自治会の性格（特に行政の

末端機構）を決定したのは、この明治期の地方自治制の混乱期に形を整え

ながら成立したやや〝歴史の古い〟自治会によるところが大きい。（中略）

近代国家の地方自治制に見合うように、戸長役場が公的な行政機開化する

過程で、戸長役場から枝分かれしてきたものである。したがって、地域自
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治会の発生母体は行政機関といってもおかしくないのである。」しかも、

「両者の役割分担がきわめて不明確なままに枝分かれしていった。（中略）

この分担の境界線の不明確さが、爾後の地域自治会のあり方を決定したと

いっても過言ではない｣	。

この鳥越の主張の根拠を、具体的に整理しておこう。

まず、明治維新から1878（明治11）年のいわゆる三新法を構成する地方

税規則の発布まで、「官費」に対する府県管内費はすべて「民費」とされ

ていた。ところが、地方税規則の制定により、従来の「民費」が、地方税

とそれ以外の協議費とに区分される。協議費については、「各町村限及区

限ノ入費ハ其区内町村内人民ノ協議ニ任セ」（地方税規則第�条）ること

になった。すなわち、協議費は、区町村費＋区町村費以外の協議費、とな

る。その後、区町村の担任すべき行政機能をより明確化するため、1884

（明治17）年の内務省訓示により、「区町村費目ハ戸長役場費、会議費、

土木費、教育費、衛生費、救助費、災害予防及警備費トス」とし、この

「区町村費」とそれ以外の地域共同活動にかかる共労、祭祀、親睦等の

「協議費」とを区別した。ただし、神社祭典のような「人々ノ申合セニ任

スヘキモノ」を除いて、「各区町村ノ情況ニ依リ区町村会ノ評決ヲ取リ之

ヲ取捨スルコトヲ得ヘシ」ともした。鳥越はこの点、すなわち「各区町村

ノ情況ニ依リ」として現場の裁量にまかせることとしたことに着目して、

「この境界線のきわめて曖昧模糊とした政府の項目決定こそが、区町村費

と協議費との間の項目内容の不明確さを生み出し、それはとりもなおさず、

それを受けて立つ役場と地元住民との間の役割分担の不明確さを生み出す

ことなった」
、と指摘する。

そこで、生活や産業に起因する一定の地域共同活動が存在し、そこに住

民間での一定の費用負担の配分を行うための協議費の運営を担当する地域

自治組織を再生維持することが不可欠となる。その具体的な形態は、地域
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ごとにきわめて多様であったと想像される。鳥越の検証事例によれば、四

谷村（現東京都府中市四谷地区）では、伍長を最末端の責任者として協議

費を徴収し、その上に�か月ごとに責任者の代わる月番で運営されたとい

う。

しかし、上記のように「区町村費」と「協議費」との区分が不明確であ

る以上、具体的な事業の企画実施やそのための費用負担のあり方について、

常に役場と地域との継続的な協議や調整の仕組みが必要になったことも容

易に想像できる。そこで、こうした「地域との継続的な協議や調整の仕組

み」として活用された制度の�つが、1888（明治21）年制定の市制町村制

における行政区長制であると思われる。

このことについて検討すべき仮説として、次のような点が考えられる。

① 「最大動員」の緊要性の高い市町村ほど早くから制度の導入を必要

としたのではないかとする仮説。

② 町村合併の時期（特に明治初年から町村合併が進められた県）と行

政区長制の採用率との間に一定の関連があるのではないかとする仮説。早

くから旧町村間の関係や新町村との関係のあり方をめぐる課題が顕在化し

て、それへの解決法として市制町村制下の行政区長制に活路を見出したの

ではないか。

③ なぜ行政区長制が採用され、あるいは、採用されないか、また、一

度採用されたものがなぜ途中で廃止されるのか。これらは、その地域の政

治的、社会的、経済的状況に依存するとする仮説。その要因は一概にはい

えないが、現代の制度選択の要因との類似性を考慮すれば、次のようなこ

とが考えられる。

�）地域リーダーの政治的リーダーシップ

�）地域間の利害得失の一致

�）画一的な法制度適用についての地域間の合意
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�）地域に定着している既存制度との接合性

	）市町村側の緊要性の程度


）地域の社会経済状況

④ 特定の府県下の市あるいは町村で行政区長制度の普及率が異なる背

景には、県または郡による「介入」があったとする仮説。市制町村制にお

ける行政区長制度は、大森鍾一が述懐したように当初国レベルでは「已ム

ヲ得ザルノ便法」だったとしても、各府県内あるいは郡内の特別な状況や

地方長官らの考え方によって、府県ごとの対応が異なった可能性は大いに

あるのではないか。

大きな論点の第�は、明治期以降の行政区長制度の導入状況と現代の行

政区長型の普及状況との間に正の相関関係があるのはなぜか。

⑤ 市制町村制下の行政区長制と現代の行政区長型との「連続性」を説

明するためには、最初に構築された制度が「ロックイン」されて、それ以

降の制度の選択肢を累積的に拘束する「正のフィードバック」が働いたの

ではないかとする仮説�。先発型の市町村では、早くから行政区長制が採

用され、それが課題状況に対応しながら存続して定着すると、それ以外の

選択肢に変更する可能性が少なくなる。行政区長制度に代替して全国化さ

れた町内会部落会が敗戦後廃止された後も、事実上の行政区長制度は、連

絡員制度などの「外観」を纏って存続する。一方、後発型の市町村では、

大正期から昭和初期にかけて、全国「横並び」による行政区長制度が普及

するものの、特に都市的地域では自治的性格の強い町総代制や町内会と行

政区長制度の画一的性格とがそぐわない面もあり、十分に定着せずに至る。

後者は、戦後、町内会自治会の連合化を図ることで、行政区長制度とは異

なるタイプの行政協力制度を構築する。

いずれにせよ、こうした仮説を検証するためには、行政学の守備範囲を

広げ、歴史分析のアプローチを併用する必要があるだろう。
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注

� 本稿は、「市町村における『公民関係』の歴史的変遷」法学論集80号の続編であ

る。

� 「常設委員」とは、市制町村制において、「区長及其代理者」と並んで、名誉職と

して「臨時又ハ常設ノ委員」を置くことができるとする規定（市制第61条、町村

制第65条）により、住民（公民）に市町村行政の一部を分掌させるなど市町村行

政の事務補助を行わせることのできる制度である。その設置は、「区長及其代理

者」と同様、市町村の任意である。ただし、この常設委員の典型例とされる、明

治23年改正以降の小学校令による「学務委員」については、国（文部省）の委任

を受けて教育事務の執行にあたる市町村長等を「補助」することを目的として設

置されるものである。そのため、学務委員の性格づけをめぐって、国の機関とし

ての性格と市町村の機関としての性格との間に議論があった。それが大正�年の

小学校令施行規則第183条において「学務委員ハ左ニ掲クル事項ニ就キ市町村長、

市町村学校組合管理者、町村学校組合管理者、区長並ニ其ノ代理者ヲ補助シ又ハ

其ノ諮問ニ応シテ意見ヲ陳述ス」るものと規定されたことにより、学務委員も、

区長及其代理者と同様、「地方制度一般の中に統合された」といえる。千葉正士

『学区制度の研究──国家権力と村落共同体』勁草書房1962年第	章「小学校令

下の学区制」特に232-237頁参照。

� 2008年に全国市区町村1805を対象に、町内会自治会担当課あてに実施したアンケ

ート調査で、その基本集計結果は日高昭夫2015「資料 基礎自治体と自治会・町

内会等との関係に関する全国自治体調査結果」山梨学院大学大学院研究年報社会

科学研究35号を参照されたい。また、それをもとに分析した行政協力制度につい

ては、日高2015「『行政協力制度』に関する実証研究」山梨学院大学法学論集76

号を参照されたい。

� 鳥越皓之1994『地域自治会の研究─部落会・町内会・自治会の展開過程』ミネル

ヴァ書房61頁。

	 鳥越1994 : 62頁。


 鳥越1994 : 42-43頁。

� この検討すべき仮説は、ポール・ピアソン（粕谷祐子監訳）2010『ポリティク

ス・イン・タイム─歴史・制度・社会分析』勁草書房とその応用研究である北山

俊哉2011『福祉国家の制度発展と地方政府─国民健康保険の政治学』有斐閣、に

示唆を得たものである。
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